
ホームページ
芦屋市ホームページ＞＞産業・まちづくり＞＞景観・まち
づくり＞＞屋外広告物＞＞屋外広告物の電子申請
https://www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/koukoku/okugaikouk
okubutu-top.html

申請フォーム（手数料のオンライン決済の場合）

https://logoform.jp/form/pfd9/601229

※手数料の窓口支払い・支払い無しによる許可申請は別途
申請フォームがありますので、ＨＰをご覧ください。

屋外広告物に関する手続がオンライン申請できるようになりました
令和6年12月から、屋外広告物に関する各種手続きが、窓口や郵送での書類提出に加えて、オンラインで
も申請できるようになりました。

屋外広告物許可申請（新規・更新・変更）

１.添付書類の準備
下記の添付書類をご用意ください。
・各種申請書（word）※上記ホームページから様式をダウンロードできます。
・その他の添付書類（必要書類はホームページをご覧ください）
※ pdfデータとしてください。５つのデータまで添付できます。１つのファイル容量上限：10MB

２.申請フォームから申請
下記の記入例を参考にし、申請フォームにご入力ください。

新規アカウントの作成・ログインはこち
らから可能です。今までの申請の履歴を
見ることができます。
マイページをご利用の上、申請ください。
※申請入力の一時保存にはログインが必
要となります。

こちらからすぐに申請を開始でき
ます。申請にはメールアドレスが
必要です。

【申請フォームの記入例】

【芦屋市屋外広告物許可申請（オンライン決済用）】

電子申請手続きのご案内

１.添付書類の準備
▼

２.申請フォームから申請
▼

３.申請受付メールが届く
▼

申請の流れ（更新申請は4、5の手続はありません）

この申請フォームからできる手続き

▼
４.手数料の確定額と支払い案内メールが届く

▼
５.オンライン決済で手数料を納付する

▼
６.許可証等が郵送される
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※どちらからでも申請できます。

【ログインのメリット】
・アカウント情報の自動転記
・マイページで申請状況を確認できます
・入力途中の申請を一時保存できます

手数料については上記ホー
ムページの
「芦屋市屋外広告物条例の
手引き」をご覧ください

https://www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/koukoku/okugaikoukokubutu-top.html
https://logoform.jp/form/pfd9/601229


最初に申請の区分をお選びください
(申請区分によってフォームの質問
内容が異なります)

変更・更新の申請の場合のみ
ご記入ください。

広告物についてご記入ください。
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変更の申請の場合のみ
ご記入ください。

申請者様（施主様）についてご
記入ください。



ご記入内容をご確認の上、間違いが
なければ次へお進みください。

入力内容を一時保存する場合はこ
ちらを押してください。(ログイン
時のみの機能となります)

次ページへ進んでください
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URLから様式をダウンロード・ご記入
の上、対応するデータをWord形式で
アップロードしてください。

許可証等を郵送する宛先としてください

こちらのメールアドレスへ受付・修正依
頼・手数料支払い案内の通知が届きます

pdf形式で添付資料をアップロードして
ください。
５つのデータまで添付可
※更新申請の場合は自己点検結果報告
書が必要です
※１つのファイルの容量上限：１０MB

オンライン決済の場合、許可証を郵
送するため、郵送料上乗せへの同意
が必要です

申請手続きのご担当者様について
ご記入ください



次へお進みください。

必ず再度の内容確認をお願いい
たします。
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注意事項をご確認の上、
次へお進みください

手数料は審査により決定するため、この時
点は一律９９，９９９円と表示しています。
※手数料についてはホームページの
「芦屋市屋外広告物条例の手引き」をご覧
ください



ご記入内容をよくご確認の上、
送信してください。

必ず再度の内容確認をお願いい
たします。
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3．申請受付メールが届く

申請の送信後すぐに、以下の画像のようなメールが入力したメールアドレス先に届きます。

また、修正や確認が必要な場合、担当者から電話または以下のようなメールにてご連絡します。
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こちらのURLから修正した内容で
再申請してください

ここに記載されている内容につ
いて資料を修正してください。



4．手数料の確定額と支払い案内メールが届く

審査が完了すると、下記のメールが届きますので、支払い手続きにお進みください。
※更新申請手続きは手数料が発生しませんのでこの手続きはありません。
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5．オンライン決済で手数料を納付する

手数料はクレジットカード又はPayPayでの支払いのみとなります。
現金での支払いを希望される方は窓口支払いとなりますのでご了承ください。
※支払い状況は随時確認しますが、お急ぎの場合は納入した旨をご一報ください。
※郵送手数料として110円を手数料に上乗せしています。

6．許可証等が郵送される

手数料納付確認後に許可書（ステッカー）、申請書の副本（添付資料を除く）、許可条件を郵
送にてお届けします。
ステッカーは屋外広告物に貼付けし、その他の書類は大切に保管してください。


